業　務　委託契約書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いｎ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

委託者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（以下「甲」と称する）と

受託者　　　　　（社会保険労務士事務所）　　　　　　　（以下「乙」と称する）とは、

下記のとおり契約する。

	契

約

事

項
	委託業務の範囲
	(1)労働・社会保険諸法令に基づく書類の作成、提出

(2)労働・社会保険諸法令に基づく帳簿類の作成、管理

(3)別途委託業務の範囲及び報酬の内訳書による

	
	期　　　間
	平成　　年　　月　　日　～　平成　　年　　月　　日



	
	報酬額及び

支払方法
	この契約に基づく報酬額、報酬細目、支払時期及び方法は内訳書による。

	
	特約事項
	


第1章 業務の範囲

第１条　（委託業務の範囲）

　　　　甲と乙は委託業務の詳細を協議し、委託業務の範囲を別紙、「委託業務の範囲及び報酬の内訳書」のとおりに決定する

第２章　契約期間

第2条　契約期間

標記表のとおりとする

第３条　契約の更新

　　　　契約終了日の３ヵ月前までに甲、乙のいずれかの意志表示がない場合は、従前と

　　　同一の内容をもって､この契約は更新されたものとする｡　甲、乙いずれかが契約内容の変更の申出をする場合には、原則として契約終了日の３ヶ月前に行うものとする。

第４条　契約の解除

　　　　甲、乙双方は以下の各号のいずれかに該当する場合、直ちに本契約を解約するこ　　　　

とができる。

　　　　(1)本契約に違反したとき

(2)正当な理由なく委託業務が行われないとき

(3)甲、または乙の信用を傷付けたとき、または不利益をもたらしたとき

(4)支払いが停止したとき、または手形交換所の不渡処分があったとき

(5)差し押さえ、競売、強制執行等公権力の処分を受けたとき

(6)破産、民事再生、会社更生、会社整理の申し立てがなされ認められたとき

(7)信頼関係に不安が生じたとき

第３章　報酬額・業務委託料

第５条　業務委託料・報酬額

　　　　標記表のとおりとする

　　　　別紙、「委託業務の範囲及び報酬の内訳書」に記載があるときはそれに従う。ただし、本契約締結後、契約内容に変更が生じた場合、甲、乙は協議の上、業務委託料・報酬額を変更できる

第６条　途中解約の場合の報酬

甲の都合により､契約期間の途中において解約する場合は､乙は既に経過した期

　　　間､または既に履行した業務内容に相当する報酬額を甲に請求するものとする｡

　　　　なお、乙が契約時に受領した着手料は返還しない

第７条　費用負担

　　　　委託業務遂行に必要な費用は原則として乙の負担とする。ただし、甲の負担とす

ることを事前に甲が承諾した費用については甲の負担とする

第８条　出張旅費および日当

業務に伴い宿泊を要する場合の費用等については、別紙、「委託業務の範囲及び報酬の内訳書」に記載のとおりとする

第9条 支払方法

原則として、甲は当月分を当月末までに乙に直接支払うか、または振込みとする。

　　　ただし、別途、「委託業務の範囲及び報酬の内訳書」に定めがある場合はそれに従う。

第４章　資料の提示および瑕疵責任

第１０条　資料の提示・瑕疵責任
　　　　乙が業務処理に必要な書類､帳簿及びその他の資料は､甲の責任と費用負担におい　

て甲が提示（提供）するものとする。ただし、これらの資料の不備に起因して生じた委託業務の瑕疵については、甲の責任とする。

第１１条　業務の瑕疵等　　　　　　 

　　　　業務処理の結果引渡しを受けた後、原則として１年間を瑕疵担保期間とし、甲の　

責に帰さない瑕疵が発見された場合、乙は誠意を以て解決に努める。ただし、瑕疵担保期間経過後であっても、乙に故意または重大な過失があった場合、乙はその責任を免れない。

第１２条　損害保険の付保
　　　　乙は業務遂行にあたり、期間中有効な乙が選択する賠償責任損害保険を付するも

　　　のとする。

第５章　守秘義務
第１３条　守秘義務　
　　　　乙は、社会保険労務士法第２１条（秘密を守る義務）、第２７条の２（使用人等の　　

秘密を守る義務）に基づき、業務上入手した甲に関する情報に関し、本契約終了後も第三者（家族、知人を含む）に漏洩してはならない。

第１４条　個人情報の保護

　　　　乙が業務の遂行に際して甲関係者の個人情報を取り扱う場合、乙は個人情報を機

密として保持し、第三者に開示・遺漏したり、委託業務以外の目的で利用したりで

きない。また、乙は、個人情報の紛失・破壊・改ざん等の防止に必要な以下の合理

的措置を講ずる。

　　　　(1)乙は甲およびその関係者の個人情報を内訳書に記載した業務以外に使用しない

(2)前項に規定した利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報は取り扱わない。

(3)乙は甲およびその関係者の個人情報の取り扱いについて、第三者に漏らさないよう事務所内管理の徹底に努める。

(4)乙が保有する個人情報について、本人から当該本人が識別される個人情報の開示を求められたときは本人に対し一定の保有情報を開示する。

(5)乙は受託した業務の第三者への再委託は行わない。もし、その必要性が生じたときは甲と協議のうえ決定する。この場合にもこの条はその再委託先にも適用する。

(6)個人情報保護法第２２条における、甲が行う乙に対する必要かつ適切な監督を行うことがある。

第１５条　成果物の現状変更及び譲渡禁止

　　　　甲は、乙の承諾を得なければ、委託業務により作成された成果物（最終成果物だ　　

けでなく中間で作成された一切のものを含む）を変更し、または第三者に譲渡してはならない。

第１６条　成果物の権利の帰属

無体財産権（著作権法第２１条から２８条に定める権利のうち、第２３条、第２

６条の３を除く）の権利は乙に帰属する。

第６章　その他

第１７条　協議解決
　　　　この契約書に規定のない事項および契約内容変更ならびに解釈に疑義が生じた場　　　

合については、社会保険労務士法の定めによる他、その都度、甲乙協議して解決するものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第１８条　合意管轄

1、 乙は、万一、前条にて解決せず、紛争が生じた場合は、この契約に関する訴　　　

　　　訟の管轄裁判所を東京地方裁判所とする。

第１９条
　　　　本契約書は２通作成し､甲､乙それぞれ１通を所持するものとする。

　　　　　　　平成　　　年　　　月　　　日

所在地
（甲）　　事業所名

代表者　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞
所在地
（乙）　　事務所名

社会保険労務士　　　　　　　　　　　　　　㊞
委託業務の範囲及び報酬の内訳書

	報　酬　細　目
	金　　　額
	摘　　　要

	顧問報酬
	
	

	(１)
	労働保険手続き
	
	

	
	社会保険手続き
	
	

	
	就業規則作成、届出
	
	

	
	労使協定の作成、届出
	
	

	
	年金裁定請求
	
	

	
	助成金申請手続き
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	（２）
	賃金台帳作成
	
	

	
	労働者名簿の作成
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	（３）
	人事制度作成
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	旅費
	
	

	
	日当
	
	

	
	宿泊費
	
	

	着手料
	　　　　　　　　％
	

	
	
	

	小計
	
	

	消費税
	
	

	合計
	
	

	（支払方法）

報酬の支払は、翌月分を　当月末日までに振り込みとする。

振込先名

銀行　　　　　支店　口座種類　　　　Ｎｏ．

口座名義
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